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次のとおり、公募します。
令和 8年4 月 7 日
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1  公募内容
(1) 健康管理手帳所持者に対する健康診断事業で、次の 2 に掲げる事業
(2) 事業の趣旨

がんなど、発病までの潜伏期間が長く、また、発病した場合に重篤な結果を起こす
疾病にかかるおそれのある特定の有害業務に従事したことのある離職者の健康管理を
図ることを目的とする。

2  事業内容
以下の業務に従事していた者に対する健康診断

(1) 石綿業務関係
(2) 粉じん業務関係

3  委託事業の実施時期
令和 8年 7 月 1 日から令和 9年 3 月 31 日
なお、期間満了の 2か月前までに意思表示をしない場合には、更に 1箇年間自動的に

更新し、以後も同様とする。

4  公募に参加する者に必要な資格に関する事項
(1) 予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。なお、被補佐人又は
被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理
由がある場合に該当する。

(2) 予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。
(3) 厚生労働省から業務等に関し指名停止を受けている期間中でないこと。

5  特殊な技術等の条件
長崎県内及び長崎県に隣接する地域の医療機関で、下記の選定基準を満たしているこ
と。
(1) 当該健康診断に関し専門的知識及び経験を有する医師が充員されており、当該医師
がその健康診断の実施に当たること。石綿業務に係る健康管理手帳の健康診断に関し
ては、日本呼吸器学会又は日本医学放射線学会の認定医又は専門医資格を有する医師
が健康診断の実施に当たること。



 

 

   なお、石綿業務に係る健康管理手帳の健康診断に関する研修を修了していることが

望ましい。 

（２）臨床検査技師等健康診断に係る検査業務を円滑に遂行するために必要な者が充員さ

れていること。 

（３）委託する健康診断の種類に応じ、次に掲げる業務に係る健康診断の実施に必要な設

備が装備されていること。 

  ※「気管支ファイバースコープ又は気管支鏡」については、装備されていなくても、

装備されている委託医療機関等を紹介することにより、検査実施体制を整備してい

ると判断し、条件をクリアとする。 

また、「標本染色用器具」「顕微鏡及び細菌培養器具」については、検査業者に委託

することが出来る。 

  （イ）石綿業務関係 

    ａ エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置（らせんＣＴ） 

    ｂ 標本染色用器具 

    ｃ 気管支ファイバースコープ又は気管支鏡 

  （ロ）粉じん業務関係 

    ａ エックス線直接撮影装置及びエックス線特殊撮影装置（らせんＣＴ） 

    ｂ スパイロメーター及びフローボリューム曲線記録装置 

    ｃ 動脈血ガス分析装置 

    ｄ 顕微鏡及び細菌培養器具 

    ｅ 標本染色用器具 

 （４）（社）全国労働衛生団体連合会の行う総合精度管理事業に参加している等、精度管理

に努めていること。 

    なお、別途、長崎労働局長の定める契約条件に合意できることが、契約に際し必要

となること。 

    また、必要に応じて、上記条件の確認のため、医療機関を訪問することがあること。 

 

６ 公募内容等の条件を満たす旨の意思表示 

  この公募内容等の条件を満たしている者で、参加を希望する者は、以下により意思表示

を行うこと。 

（１）意思表示期限  令和８年６月 12日（金）17時 15分まで 

（２）意思表示先   長崎労働局労働基準部健康安全課 担当 都築、甲斐 

（３）意思表示方法  上記意思表示先へ「健康管理手帳所持者に係る健康診断事業に係る

公募内容等の条件を満たす旨の意思表示について」（別紙）を提出し選

定基準等の確認を受ける。提出の際は持参することとし、郵送する場

合は書留とすること。なお、ファクシミリでの提出は受け付けない。 

（４）意思表示様式  意思表示先（電話：095-801-0032）にて交付する。 

           （長崎労働局ホームページ（調達・売払情報（公募情報））よりダウ

ンロードも可能） 



 

 

 

７ 契約 

（１）委託契約の締結 

   委託契約は、長崎労働局と選定された者の代表との間で別に提示する委託契約書に基

づき締結することとなる。 

   ただし、契約条件が合意しない場合には、委託契約の締結が出来ないものである。 

（２）委託費の支払 

   委託医療機関が当該健康診断を実施した月の翌月の 15 日までに指定の様式で健康診

断に要した費用請求を行い、長崎労働局が審査・確定した費用を支払う精算払となる。 

   健康診断費の単価等については「健康管理手帳所持者に対する健康診断実施要綱」に

よるものとする。 

 

８ 再委託の制限 

（１）委託契約の全部を再委託することはできない。 

（２）委託契約の一部を再委託（委託契約の目的となる行為を第三者に委託、請け負わせる

ことで、物品費等の支出は含まない。）する場合には、長崎労働局の承認を受けるものと

する。 

 

９ その他 

（１）委託手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国内通貨 

（２）契約保証金 

   免除 

（３）本事業の公募のために提出された書類の取扱 

  ① 提出された書類は返却しない。 

  ② 提出された書類は本事業の公募に関する目的以外には使用しない。 

  ③ 作成及び提出にかかる費用は全て応募者の負担とする。 

 

 （本件担当者、連絡先） 

    住所：〒850-0033 

       長崎県長崎市万才町７－１ TBM長崎ビル６階 

    担当：長崎労働局 労働基準部 健康安全課 担当 都築、甲斐 

    電話：095-801-0032 



令和  年  月  日 

 

 

支出負担行為担当官 

長崎労働局総務部長  殿 

 

 

             所 在 地 

             名 称 

 

             代表者名                  印 

 

 

健康管理手帳所持者に係る健康診断事業に係る公募内容等の 

条件を満たす旨の意思表示について 

 

 当病院は、貴局が公募する健康管理手帳所持者に係る健康診断のうち、粉じん業務、

石綿業務に従事していた者に対する健康診断事業に応募したいので、その旨を表示し

ます。 

 なお、当病院は下記記載の事項について相違ないことを申し添えます。 

 

記 

 

１ 当病院は、予算決算及び会計令第 70条の規定に該当しません。 

 

２ 当病院は、予算決算及び会計令第 71条の規定に該当しません。 

 

３ 当病院は、長崎労働局から業務等に関し指名停止を受けておりません。 

 

４ その他 

  「特殊な技術等の条件」を満たすことを証明できる書面等添付 

  （１）医師の医師免許・認定証の写し 

  （２）放射線技師及び臨床検査技師免許証の写し 

  （３）機械器具の存在及び使用状況等を示す文書写し 

 

 

（担当者） 

 氏 名 

 ＴＥＬ 

  

 



 健康管理手帳所持者に係る健診項目健診単価 

令和 4 年 4 月 1 日適用 

業務の区分 回 数 健診項目 単 価 

(2)労働安全衛生

法施行令第 23

条第 3 号の業務

（じん肺法に規

定する粉じん） 

 

年に 1 回 １ 粉じん作業についての職歴の調査

及びエックス線写真（直接撮影によ

る胸部全域のエックス線写真をい

う。以下同じ）による検査 

 

２ 胸部に関する臨床検査及び肺機能

検査。 

  但し、肺機能検査については、エ

ックス線写真による検査の結果、一

側の肺野の三分の一を超える大きさ

の大陰影（じん肺によるものに限

る。）があると認められる者、結核精

密検査の結果、肺結核にかかってい

ると診断された者並びにエックス線

写真による検査、胸部に関する臨床

検査及び肺結核以外の合併症に関す

る検査の結果、じん肺の所見があり、

かつ肺結核以外の合併症にかかって

いると診断された者を除く。 

 

３ エックス線写真による検査及び胸

部に関する臨床検査の結果、じん肺

の所見があると診断された者のう

ち、肺結核にかかっており、又かか

っている疑いがある者については結

核精密検査。 

  エックス線写真による検査及び胸

部に関する臨床検査の結果、じん肺

の所見があると診断された者のうち

肺結核以外の合併症にかかっている

疑いがあると診断された者（肺結核

以外の合併症に関する検査を受ける

ことが必要であると認められた者に

限る。）については、肺結核以外の合

併症に関する検査。 

ただし、エックス線写真に一側の

① 問診及びエックス線写真 

の検査を行ったもの 

7,400 円 

② 肺機能検査で以下の項目 

を実施した場合はそれぞれ

の項目の額を加算した額 

ｲ.ｽﾊﾟｲﾛﾒﾄﾘｰ及びﾌﾛｰﾎﾞﾘｭｰﾑ 

曲線検査  3,200 円 

ﾛ.動脈血ガス分析検査 

         4,500 円 

③ 結核精密検査で以下項目 

を実施した場合はそれぞれ

の項目の額を加算した額 

ｲ.結核菌検査  4,400 円 

ﾛ.蛍光抗体法による細菌顕

微鏡検査     

600 円 

ﾊ.特殊ｴｯｸｽ線検査のうち 

Ⅰ側面像の単純撮影 

2,000 円 

Ⅱ断層撮影   

   ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ 19,200 円 

   その他   5,700 円 

Ⅲ赤血球沈降速度検査 

1,500 円 

Ⅳ ﾂ ﾍ ﾞ ﾙ ｸ ﾘ ﾝ 反応検査   

900 円 

④ 肺結核以外の合併症に関

する検査で以下の項目を実

施した場合はそれぞれの項

目の額を加算した額 

ｲ.結核菌検査  4,400 円 

ﾛ.蛍光抗体法による細菌顕

微鏡検査    600 円 

ﾊ.喀痰細胞診を行った場合 

        4,000 円 



肺野の三分の一を超える大きさの大

陰影（じん肺によるものに限る。）が

あると認められる者を除く。 

 

ﾆ.特殊ｴｯｸｽ線検査のうち 

  Ⅰ側面像の単純撮影 

         2,000 円 

  Ⅱ斜位像の単純撮影 

         2,000 円 

  Ⅲ断層撮影 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ 19,200 円 

その他  5,700 円 

 Ⅳ気管支造影 9,500 円 

(10)労働安全衛生

法施行令第 23

条第 11 号の業

務（石綿） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 カ月に

1 回 

（右欄第

5 号の特

殊な撮影

法による

胸部エッ

クス線写

真による

検査につ

いては原

則 年 1

回） 

 

 

 

 

 

１ 業務の経歴の調査 

２ 石綿によるせき、たん、息切れ、

胸痛等の他覚症状又は自覚症状の既

往歴の有無の検査 

３ せき、たん、息切れ、胸痛等の他

覚症状又は自覚症状の有無の検査 

４ 胸部エックス線直接撮影による検

査 

５ 胸部エックス線直接撮影による検

査の結果、異常な陰影（石綿による

線維増殖性の変化によるものを除

く）がある場合で医師が必要と認め

るときは、特殊な撮影による胸部エ

ックス線写真による検査、喀痰の細

胞診又は気管支ファイバースコピー

検査もしくは気管支鏡検査（医師が

必要と認める場合は生検及び病理学

的検査） 

① 問診及びエックス線写真 

の検査を行ったもの 

7,400 円 

② 5 号の検査で以下の項目

を実施した場合はそれぞれ

の項目の額を加算した額 

ｲ.特殊な撮影法によるエッ

クス線写真検査の断層撮影 

ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｰ  19,200 円 

その他    5,700 円 

ﾛ.喀痰の細胞診  4,000 円 

ﾊ.気管支ﾌｧｲﾊﾞｰｽｺﾋﾟｰ検査 

        30,000 円 

ﾆ.気管支鏡検査 6,000 円 

ﾎ.生検及び病理学的検査 

        14,400 円 

 

 

 



別添２     契約書第 3 条の規定に基づき都道府県労働局長の定めるべき事項 

その他 

①  委託医療機関が、健康診断受診者の同意を得て、追加検査、精密検査若しくは治療又は

他の業務に係る健康管理手帳又は船員健康管理手帳の健康診断に使用することを目的と

して、診療状況を示す文書を添えて他の医療機関へ紹介した場合は、紹介する側の委託

医療機関において 3,000 円を加算する。また、紹介する側の委託医療機関において、画

像の貸与料又はコピー料を定めている場合には、当該貸与料またはコピー料を加算する。 

②  気管支ファイバースコピー検査又は気管支鏡検査を目的として紹介を受けた委託医療

機関においては、他の委託医療機関より画像が提供された場合は、紹介を受けた委託医

療機関において、問診の単価 5,400 円に加え、その画像の診断料として、頭部又は胸部

のエックス線直接撮影の場合は 1,000 円を、コンピュータ断層撮影の場合は 5,400 円を、

それ以外の断層撮影の場合は 1,200 円を加算する。 

③  複数手帳所持者が、同じ委託医療機関において、複数の業務に係る健康管理手帳又は船

員健康管理手帳の健康診断を受ける場合であって、放射線被ばくを伴う検査（エックス

線写真（直接撮影による胸部全域のエックス線写真をいう。）、胸部らせん CT 検査又は

特殊な撮影法による胸部エックス線写真による検査をいう。以下同じ。）が重複するもの

の、3 月以内に実施された検査の結果が確認できるときは、当該検査の実施を省略して差

し支えないこと。この複数の業務に係る健康管理手帳又は船員健康管理手帳の健康診断

を異なる時期に実施し、後に実施する健康管理手帳又は船員健康管理手帳の健康診断で

放射線被ばくを伴う検査を省略する場合については、後に実施する健康診断の問診の単

価を 5,400 円とする。 

④  複数手帳所持者が、異なる委託医療機関において、複数の業務に係る健康管理手帳又は

船員健康管理手帳の健康診断を受ける場合であって、放射線被ばくを伴う検査が重複す

るものの、先に受診した委託医療機関において作成された、当該検査の結果に係る文書

（写真を含む。ただし、3 月以内に実施された検査の結果に係るものに限る。）が後に受

診する委託医療機関に対して提供される場合には、当該検査の実施を省略して差し支え

ないこと。この放射線被ばくを伴う検査を省略する場合は、先に受診した委託医療機関

においては、当該検査の結果に係る文書の作成料として 3,000 円を加算し、画像の貸与

料又はコピー料を定めている場合は、当該貸与料又はコピー料を加算する。後に受診す

る委託医療機関においては先に受診した委託医療機関より画像が提供された場合は、問

診の単価 5,400 円に加え、その画像の診断料として、胸部エックス線直接撮影の場合は

1,000 円を、コンピュータ断層撮影の場合は 5,400 円を、それ以外の断層撮影の場合は

1,200 円を加算する。 

⑤  健康診断の受診日時の調整、案内及び健診結果通知等に伴う事務費相当分として、健康

診断実施者１人当たり 1,000 円を加算する。 

⑥   健康診断の結果、手帳所持者ががん等の重篤な疾病に罹患している可能性がある場合、

労働局長が認めた場合に限り、健康診断単価表に記載する検査項目において、手帳の種類

を問わず、検査項目の追加を承認することがある。 


